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公益財団法人遺伝学普及会 

令和 4 年度研究助成(海外渡航費)応募要項 

 

 1．助成の目的 

    優秀な若手研究者の研究を奨励するため、海外交流の支援を行うことを目的としています。海外

交流とは、海外で開かれる国際学会への出席及び研究発表を行うことを言います。  

    なお、当面の間、オンライン開催される国際会議で研究発表を行うための参加費も援助します。 
  

 2．助成対象研究分野 

    生命科学関連分野における遺伝学に関する基礎的、学際的研究及び関連する諸技術 

などの研究。 
       

 3．助成対象者 

          次に該当し、日本から海外の国際会議、シンポジウム等に出席し研究発表（ポスター発表を含む。）

を予定している方。但し、すでに本助成を受けられた方は応募をご遠慮ください。 

      (1) 大学院後期（博士）課程在籍者 

     (2) 若手研究者（原則として 40 才未満） 
 

 4．助成費 

        1 件あたり原則として 10 万円以内 

    ※公益財団法人遺伝学普及会旅費支給規程により算定します。 

    ※オンライン開催される国際会議で研究発表を行うための参加費も援助対象とします。 
 

 5．申請書類 

(1) 研究助成申請書・推薦書（様式１）(本財団の理事・評議員・監事の推薦を必要とします。）  

(2) 出席学会等の発表予定論文の要旨 

(3) 研究発表を証明する書類 

    (4) 履歴書 

    (5) 研究業績（発表論文等一覧） 

(6) 旅費見積書、支援経費の使途（予定） 

          （注）書類に不備があると審査出来ない場合がありますので、ご注意下さい。 
 

 6．報告義務 

        研究発表終了後 2 カ月以内に、研究成果報告書（様式 2）を当財団に提出していただきます。 
 

 7．締切日  

        随時（当分の間、渡航日の 2 ヵ月前までとします。） 
 

 8．募集人員 

    年間 5 名程度 
 

 9．選考及び決定 

   選考委員会で審査し、理事会の同意を経て、代表理事が決定します。 

   申請者及び推薦者には文書で結果をお知らせします。 
 

10．申請書の提出先及び連絡先 

    公益財団法人 遺伝学普及会 事務局  

    〒411 - 8540 静岡県三島市谷田 1111 国立遺伝学研究所 

TEL・055 - 981 - 6857 

FAX・055 - 981 - 6877 

    e-mail:genetics@nig.ac.jp     http://www.idengaku-fukyukai.info/ 
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令和 4度 海外渡航費助成申請者一覧 

 

NO 申請者氏名    所    属     目 的 開催国 参加期間 採択可否 

1 （ﾋﾟｳ ﾊﾞﾈﾙｼﾞｰ） 

Piu Banerjee 

国立遺伝学研究所 

神経回路研究室 

学生（D5） 

SPONT 2022 

ポスター発表 

 

スペイン 

 

2022.6.4～

6.12 

 

採択 

 

2 （ほそき たくや） 

細木 拓也 

国立遺伝学研究所 

生態遺伝学研究室 

特任研究員 

Congress of the 

European Society for 

Evolutionary Biology学

会発表 

チェコ共和

国 

2022.8.13

～8.22 

 

採択 

3 (シャーリン メイ ブエ

ンディア チュア) 

Sharlyn Mae 

Buendia Chua 

国立遺伝学研究所 

人類遺伝研究室 

学生（D4） 

ASHG 2022 Annual 

Meeting 

ポスター発表 

 

アメリカ 

2022.10.24

～10.30 

 

採択 

4 （にしむら るか） 

西村 瑠佳 

国立遺伝学研究所 

人類遺伝研究室 

学生（D4） 

ASHG 2022 Annual 

Meeting 

ポスター発表と情報収集 

 

アメリカ 

2022.10.24

～10.30 

 

採択 

5 （すぎもと りょうた） 

杉本 竜太 

国立遺伝学研究所 

人類遺伝研究室 

特任研究員 

ASHG 2022 Annual 

Meeting 

ポスター発表 

 

アメリカ 

2022.10.24

～10.30 

 

採択 

6 （いいだ しおり） 

飯田 史織 

国立遺伝学研究所 

ｹﾞﾉﾑﾀﾞｲﾅﾐｸｽ研究室 

学生（D3） 

UK Japan Genome 

Stability Meeting 

参加・発表、及びクリッ

ク研究所・ケンブリッジ

大学訪問 

 

イギリス 

2023.1.16

～1.25 

 

採択 

 

令和 4度 オンライン参加 助成申請者一覧 

NO 申請者氏名    所    属     目 的 開催国 参加期間 採択可否 

1 （ﾀﾞｳｴｲ ｶｲｻﾞｰ） 

DAUYEY KAISAR 

国立遺伝学研究所 

大量遺伝情報研究室 

学生（D3） 

The Lancet Summit:Sex 

and gender in 

rtheumatology 

ポスター発表 

 

Virtual 

 

2022.9.22

～9.23 

 

採択 

 

 

海外渡航費助成実績（参 考） 

年度   助成数（女子） 

~~~~~ ~~~~~ 

28 3（1） 

29 3（0） 

30 1（0） 

R1 0 

R2 0 

R3 2（1） 

R4 7（4） 

合 計 120（35） 
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子ども向け遺伝学講座 
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「遺伝学講座・みしま」 
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「寺ｄｅサイエンス」 
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桜樹木維持管理及び接木事業 
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